年　　　月　　　日
西之表市農業委員会
会長　　　　　　　　　様

確認書

西之表市　　　　字　　　　　　　　　　番　　　（他　　　筆）の農地転用の許可申請をするにあたり、以下の事項について説明を受け、農地法等を遵守し農業委員会の指示に従うことを確認しました。

· 転用事業を計画どおりに実施し、計画に変更がある場合は、必ず農業委員会に相談します。
〇変更内容によっては、許可できない場合があります。
〇農地転用許可後恒久転用の場合、法務局で所有権移転の登記の手続きが必要。



· 農地転用許可後、３ヶ月を目途に第１回の工事進捗状況報告書を農業委員会に提出します。また、２回目以降は、第１回の報告後事業が完了するまで１年ごとに報告書を提出します。

· 恒久転用の事業完了後は工事進捗状況報告書を、一時転用の事業完了は、農地の復元が事業完了となりますので農地復元報告書を農業委員会に提出します。
〇恒久転用は、事業完了後は法務局で地目変更の手続きが必要。

〇許可不要の転用の場合
・完了の報告は、恒久転用、一時転用のそれぞれ農地転用完了報告書を提出。




· 資材置場等の目的（建物を伴わない転用目的）で恒久転用の許可を受けた場合は、事業完了報告後３年間は半年ごとに農地転用後の使用状況報告書を提出します。


転用事業者
住所　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印農業委員会の指示に従わない場合や違反転用があった場合は、農地法に基づき、許可の取り消し・罰則があります。

